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持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）
持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

ピックアップ！！

【事業概要】 
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事
業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支
援するものです。
●補助上限：１００万円　●補助率：３／４
●感染防止対策費については、補助金総額の１／４（最大２５万円）を上限に補助対象経費に計上することが可能
です（緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金総額の１／２（最大５０
万円）に上限を引上げ）。
●２０２１年１月８日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。

【公募期間（公募要領公開：２０２１年３月３１日（水））】
●申請受付開始： 受付準備が完了次第
●申請受付締切： 以下のとおり、複数回あり（日程は予定であり、変更となる場合があります）
●受付締切時間： いずれも１７時です。締切間際の申請は混み合い、スムーズな申請ができない場合がありますので、

余裕を持った申請をお願いいたします。

第1回：２０２１年 ５月１２日（水）　　第2回：２０２１年  ７月  ７日（水）
第3回：２０２１年 ９月  ８日（水）　　第4回：２０２１年１１月１０日（水）
第5回：２０２２年 １月１２日（水）　　第6回：２０２２年  ３月  ９日（水）

【申請方法】
●申請は、補助金申請システム（名称：Ｊグランツ）でのみ受け付けます。（詳細はP９）
※システムの利用には「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要ですが、取得までに３～４週間程度要しますので、本事業に応募申請
を行う事業者に限っては、早期の発行が可能な「暫定ＧビズＩＤプライムアカウント」での申請が可能です。

　経営相談や資金調達・補助金、セミナーなどさまざまな情
報を素早く更新し、これからもより一層、皆さまにたくさんの
情報をお届けしていきます。ぜひ、新しくなったホームペー
ジをご覧ください！

　玉名商工会議所の会員企業様であればどなたでも無料で
掲載できます。お電話、またはお問い合わせページからどうぞ
お気軽にお申し込みください。

玉名商工会議所ホームページ リニューアル！！

玉名商工会議所では、
リンク掲載企業を募集しています！
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１
社会福祉法人 天恵会
杉谷　くに子
社会福祉法人 天恵会
杉谷　くに子

玉名市天水町部田見440
老人福祉事業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。

会員情報（所在地や代表者など）に変更・訂正がある場合は、総務課（Tel 72-3106）までご連絡ください。

フルーツサンド cocolon
斉藤　瞳
フルーツサンド cocolon
斉藤　瞳

玉名市中1829-3
フルーツサンド、フルーツ大福のテイクアウト

フルーツサンド・大福、ぜひよろしくお願いします。フルーツサンド・大福、ぜひよろしくお願いします。
2

44

COLORSデンタルアトリエ
吉川　貴志

玉名市大倉503
歯科技工所

よろしくお願いします。
3

和DINING いつものトコロ
前田　光一郎
和DINING いつものトコロ
前田　光一郎

玉名市松木22-3
飲食業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。

5
酵素玄米研究所たまな
西田　理
酵素玄米研究所たまな
西田　理
酵素玄米研究所たまな
西田　理

玉名市滑石1030-2
酵素玄米の販売

美味しい酵素玄米炊いてます！美味しい酵素玄米炊いてます！美味しい酵素玄米炊いてます！

椿代行
阿久根　将隆
椿代行
阿久根　将隆

玉名市立願寺790-1 コーポサンライズ201号
運転代行業

よろしくお願いします。よろしくお願いします。
6

8

（株）HSF Techno
平井　司

玉名市上小田321番地2
生産製造コンサルタント業

信頼と信用でお客様が満足するコンサルと製品を提供し続けます。
7

ハマダエンタープライズ(有)
浜田　繁次郎

玉名市繁根木176-2
古物商・不動産
玉名市繁根木176-2
古物商・不動産

よろしくお願いします。

令和３年1月～３月受付
（順不同・敬称略）

新入会員ご紹介

ど う ぞよ ろ し く !ど う ぞよ ろ し く !ど う ぞよ ろ し く !
事業所名・代表者・住所・事業内容・一言PR

　当所では、現在会員を募集中です。お取引先やお知り合いの方で当所会員にご
入会されていない事業所がございましたら、ご紹介いただきますようお願い申し
上げます。会員の皆様のご一報をお待ちいたしております。

“商工会議所はあなたの
経営パートナーです” 会員募集中会員募集中 入会金：無料

年会費：法人 8,000円～
　　　　個人 4,000円～
商工会議所の会費は経費として損金計上できます。

お問合わせ先　玉名商工会議所 総務課　TEL 72-3106　FAX 72-3110

お問合わせ先　玉名商工会議所　総務課　TEL：０９６８－７２－３１０６

玉名商工会議所
入会のご案内
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）
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２
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９
日（
水
）

13
日（
日
）

20
日（
日
）

27
日（
日
）

7
月

７
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水
）

18
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日
）

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫
定
期
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

個
人
事
業
者
の
所
得
税
・
消
費

税
の
確
定
申
告
締
切
日

湯
け
む
り
朝
市

青
年
部 

通
常
総
会

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫
定
期
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

湯
け
む
り
朝
市

新
入
社
員
講
習
会

★
上
旬
に
正
副
会
頭
会
議
、月
内
に

広
報
福
祉
厚
生
委
員
会 

開
催
予
定

正
副
会
頭
会
議

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫
定
期
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

第
1
5
8
回 

簿
記
検
定
試
験

湯
け
む
り
朝
市

第
2
2
2
回 

珠
算
検
定
試
験

★
常
議
員
会
・
通
常
議
員
総
会 

開
催
予
定

正
副
会
頭
会
議

総
務
委
員
会

日
本
政
策
金
融
公
庫
定
期
相
談
会

社
会
保
険
労
務
士
相
談
会

湯
け
む
り
朝
市

★新型コロナウイルス感染症の状況等により、日程変更、延期または中止の可能性があります。

　令和３年度年会費について、口座振替の方は５月１３日（木）にご指定の口座より引き落としをさせていただ
きます。お振込みの方は５月３１日（月）までの納入にご協力をお願いいたします。
　なお、口座振替に変更される場合や口座情報に変更がある方は必要書類を送付しますので、早急にご連絡く
ださいますようお願いいたします。

玉名商工会議所年会費納入のお願い
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正
副
会
頭
会
議

令
和
２
年
12
月
２
日（
水
）

①
12
月
・１
月
行
事
予
定
に
つ
い
て

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

②
職
員
採
用
試
験
の
日
程
に
つ
い
て

・
面
接
試
験
の
日
程
を
決
定
し
た
。

③
人
材
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業（
仮
）案
に
つ
い
て

・
会
員
向
け
に
事
業
の
需
要
調
査
を
行
い
検
討
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

④
玉
名
商
工
会
館
の
今
後
の
運
営
に
つ
い
て

・
会
館
用
地
の
契
約
内
容
を
確
認
し
、
市
と
協

議
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

⑤
２
号
議
員
の
補
充
に
つ
い
て

・
専
門
サ
ー
ビ
ス
部
会
と
連
携
し
、
補
欠
議
員

の
選
任
作
業
を
進
め
る
。

⑥
第
27
期
新
任
議
員
研
修
会
に
つ
い
て

・
新
型
コ
ロ
ナ
の
状
況
を
踏
ま
え
、継
続
審
議
と
す
る
。

⑦
報
告
事
項

・
会
員
入
脱
会
報
告

・
年
賀
状
の
送
付
に
つ
い
て

・
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
支
援
状
況
に
つ
い
て

・
冬
季
期
末
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

・
公
正
取
引
委
員
会
と
の
懇
談
会
に
つ
い
て

・
髙
瀬
蔵
外
壁
補
修
に
つ
い
て

・
B
W
C
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
経
過
報
告

・
玉
名
市
地
域
応
援
商
品
券
事
業
の
状
況

令
和
３
年
１
月
６
日（
水
）

①
１
月
・２
月
行
事
予
定
に
つ
い
て

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

②
派
遣
人
材
の
活
用
に
つ
い
て

・
職
員
の
欠
員
を
踏
ま
え
、
４
月
か
ら
１
年
間
の
限
定
補

充
と
し
て
派
遣
人
材
を
活
用
す
る
。
依
頼
先
に
つ
い
て

は
、
商
工
会
等
で
実
績
の
あ
る
事
業
所
に
依
頼
す
る
。

③
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画（
案
）に
つ
い
て

・
発
災
時
に
被
災
商
工
業
者
の
支
援
を
会
議
所
が

主
体
と
な
っ
て
円
滑
に
行
う
べ
く
作
成
し
た
同
計

画
に
つ
い
て
、案
の
通
り
承
認
し
た
。

④
第
27
期
新
任
議
員
研
修
会
に
つ
い
て

・
新
型
コ
ロ
ナ
の
状
況
が
見
通
せ
な
い
た
め
、
２
〜

３
月
に
研
修
会
の
み
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
。

⑤
報
告
事
項

・
会
員
入
脱
会
報
告

・
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
支
援
状
況
に
つ
い
て

・
R
3
.1
〜
3
月
の
職
員
業
務
分
担
に
つ
い
て

・
人
材
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業（
仮
）ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
に
つ
い
て

・
２
号
議
員
の
補
充
に
つ
い
て

・
B
W
C
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
経
過
報
告

・
髙
瀬
蔵
外
壁
補
修
工
事
に
つ
い
て

令
和
３
年
２
月
10
日（
水
）

①
２
月
・３
月
の
行
事
予
定
に
つ
い
て

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

②
常
議
員
会
・
臨
時
議
員
総
会
の
日
程
・
議
題
に
つ
い
て

　

以
下
の
通
り
決
定
し
た
。

・
日
時
：
令
和
３
年
３
月
23
日（
火
）13
時
30
分

〜
常
議
員
会
、
終
了
後
〜
臨
時
議
員
総
会

・
場
所
：
玉
名
市
民
会
館　

第
１
会
議
室

・
議
題
：
R
２
補
正
・
R
３
暫
定
予
算
、
定
款
変
更
、
会
員
加
入
諾
否

③
第
27
期
新
任
議
員
研
修
会
に
つ
い
て

　

以
下
の
通
り
決
定
し
た
。

・
日
時
：
令
和
３
年
３
月
３
日（
水
）14
時
〜

・
場
所
：
玉
名
市
民
会
館　

第
１
会
議
室

・
内
容
：
商
工
会
議
所
の
概
要
、最
新
の
施
策
情
報
等

④
今
後
の
商
工
会
館
運
営
に
つ
い
て

・
2
月
4
日
の
市
管
財
課
ほ
か
と
の
協
議
内
容
を
報
告
し
、

土
地
の
無
償
貸
付
契
約
の
更
新
に
つ
い
て
了
承
し
た
。

⑤
髙
瀬
蔵
管
理
運
営
委
託
解
除
の
件

・
1
月
8
日
に
文
書
に
て
N
P
O
に
現
契
約
の
委
託
解

除
及
び
全
館
の
管
理
運
営
委
託
の
打
診
を
行
っ
た
。

・
同
打
診
に
対
す
る
N
P
O
の
回
答
を
受
け
、
再
度
、

管
理
運
営
の
原
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

⑥
市
指
定
ご
み
袋
等
販
売
委
託
に
お
け
る
玉
名
市

か
ら
の
協
議
依
頼
に
つ
い
て

・
市
監
査
委
員
よ
り
、市
環
境
整
備
課
を
通
じ
て
、①
ご
み
袋

小
売
店
と
な
る
た
め
の
会
議
所
へ
の
入
会
条
件
撤
廃
、②
会

員
非
会
員
間
の
手
数
料
差
の
是
正
を
文
書
に
て
求
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、依
頼
通
り
対
応
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

⑦
報
告
事
項

・
会
員
入
脱
会
報
告

・
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
支
援
状
況
に
つ
い
て

・
人
材
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業（
仮
）ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て

・
デ
リ
バ
リ
ー
支
援
事
業（
案
）に
つ
い
て

・
く
ま
も
と
県
北
病
院
関
係
の
要
望
報
告

・
令
和
３
年
度
職
員
業
務
分
担
に
つ
い
て

令
和
３
年
３
月
３
日（
水
）

①
３
月
・４
月
の
行
事
予
定
に
つ
い
て

・
対
応
者
等
を
確
認
し
た
。

②
常
議
員
会
・
臨
時
議
員
総
会
の
議
題
等
に
つ
い
て

・
令
和
２
年
度
補
正
予
算
、
令
和
３
年
度
暫
定
予
算
に
つ
い
て

案
の
通
り
承
認
し
、
総
務
委
員
会
に
諮
る
こ
と
と
し
た
。

・
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
日
商
モ
デ
ル
定
款
に
基
づ
く
改
正
を

案
の
通
り
承
認
し
、
総
務
委
員
会
に
諮
る
こ
と
と
し
た
。

・
労
働
保
険
事
務
組
合
事
務
処
理
規
約
に
つ
い
て
、
改
正
案

の
通
り
承
認
し
、
総
務
委
員
会
に
諮
る
こ
と
と
し
た
。

③
髙
瀬
蔵
テ
ナ
ン
ト
家
賃
等
の
減
免
措
置
に
つ
い
て

・
R
3
.4
〜
6
月
の
３
カ
月
間
、
同
条
件
に
て

減
免
措
置
を
延
長
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

④
髙
瀬
蔵
管
理
運
営
委
託
解
除
の
件

・
N
P
O
の
回
答
へ
の
対
応
は
検
討
中
だ
が
、収
益
の
増
に
つ
な

が
る
管
理
運
営
方
法
を
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

⑤
報
告
事
項

・
会
員
入
脱
会
報
告

・
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
支
援
状
況
に
つ
い
て

・
デ
リ
バ
リ
ー
支
援
事
業（
案
）に
つ
い
て

・
派
遣
職
員
受
入
れ
に
つ
い
て

総
務
委
員
会

第
12
回

令
和
２
年
11
月
24
日（
火
）

①
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
こ
れ
か
ら
の
商
工
会
議
所
運
営
に
つ
い
て

・
コ
ロ
ナ
禍
で
業
種
毎
に
人
材
過
不
足
が
生
じ
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、「
人
材
マッ
チ
ン
グ
事
業
」を
検
討
す
る
。

・
Ｗｅ
ｂ
会
議
や
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
環
境
が
整
っ
て
い

な
い
事
業
所
へ
の
会
場
提
供
に
つ
い
て
協
議

・
新
年
祝
賀
会
中
止
の
報
告

第
13
回

令
和
３
年
３
月
９
日（
火
）

①
令
和
2
年
度
補
正
予
算（
案
）に
つ
い
て

・
一
般
会
計
補
正
額
：
＋
4
4
3
，0
6
9
円
、補

正
後
予
算
額
8
7
，8
4
2
，9
6
7
円

・
中
小
企
業
相
談
所
会
計
補
正
額
：
＋
2
，8
4
6
，

5
3
4
円
、補
正
後
予
算
額
4
4
，0
6
8
，2
2
5
円

・
会
館
運
営
特
別
会
計
補
正
額
：
△
3
4
9
，4
2
8

円
、補
正
後
予
算
額
5
，9
2
6
，6
2
9
円

・
髙
瀬
蔵
運
営
特
別
会
計
補
正
額
：
△
1
，3
7
9
，

5
0
4
円
、補
正
予
算
額
8
，3
1
6
，4
0
6
円

②
令
和
3
年
度
暫
定
予
算（
案
）に
つ
い
て

・
一
般
会
計
暫
定
予
算
額
：
2
1
，7
3
9
，6
7
4
円

・
中
小
企
業
相
談
所
会
計
暫
定
予
算
額
：
1
1
，6
9
4
，4
7
7
円

・
会
館
運
営
特
別
会
計
暫
定
予
算
額
：
1
，8
5
0
，0
0
0
円

・
髙
瀬
蔵
運
営
特
別
会
計
暫
定
予
算
額
：
1
，4
9
2
，9
1
8
円

③
諸
規
則
の
改
正
に
つ
い
て

・
常
議
員
会
で
の
書
面
等
に
よ
る
表
決
権
の
行
使
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
に
伴
う
定
款
変
更
に
つ
い
て
、案
の
通
り
承

認
し
、常
議
員
会
お
よ
び
議
員
総
会
へ
提
案
す
る
。

・
労
働
保
険
事
務
組
合
事
務
処
理
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
、受
託
事
業
所
の
範
囲
お
よ
び
委
託
解
除

の
明
記
に
つ
い
て
承
認
。

商
工
会
議
所
の
動
き

（
各
種
会
議
報
告
）11
月
〜
3
月

カタログ・ポスター・カレンダー・
DM・PR誌・会社案内・パッケージなど
各種印刷物の企画制作などを通じて、
お客様の販売促進をお手伝い致します。

本　　　社　熊本県玉名市寺田123-1 TEL（0968）73-2055 FAX（0968）72-3504

大 分 支 社　大分市広瀬町二丁目3番40号 TEL（097）546-6677 FAX（097）546-6655
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令和２年度 臨時議員総会開催
　３月23日(火)玉名市民会館第1会議室にて、議員39名の出席（うち委任状18通）のもと臨時議員総会を開催しました。
　開会にあたり、島本会頭より“終息の見えないコロナ禍のなか、事業者の声を集約し、新たな事業を構築、地域経済
の回復に取り組みたい”旨の挨拶がありました。
　その後議事に入り、議長には定款に基づき島本会頭が就き、議題について審議されました。提案された議案及び決
議事項は後述の通りです。

※なお本総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参加者の体温測定、消毒薬の設置、マスクの着用等の対策を徹底
した上で開催しました。

市独自の助成制度の創設を！
コロナ禍における事業者支援を再度要請しました

　令和３年１月１８日(月)、島本会頭はじめ執行部は藏原隆浩玉名市長を訪
問し、県独自の緊急事態宣言下における事業者支援に関する要請書を提出
しました。
　藏原市長は「未だ終息の見えない状況下、商工会議所、商工会の支援機関
と連携・協力しながら、市内事業者の支援に取り組みたい」とコメント。
　その後、藏原市長の貴重な時間を割いていただき、当所執行部は率直かつ
熱心に、意見・情報交換を行いました。

　なお、要請書には以下の項目を記載、最大限の支援を求めました。

●県独自の緊急事態宣言に伴い飲食店等に準じた影響を受けるが協力金等
の対象とならない事業者に対する市独自の助成制度の創設

●時短要請に応じた飲食店への協力金の上乗せ及びその取引先等に対する
市独自の一時金給付

・「コロナ禍の終息が見通せず、我々の事業活動も大きな転換を迫られている。会議所としては、会員アンケート、議員
懇談会等における事業者の声を効果的な要望活動に活かし、新たな支援策が策定される等の成果を得た」

・「しかし今後は限界を迎える事業所が増えることを危惧しており、役員議員、委員長、部会長には、事業者の声を聴く場
を設け、執行部に届けていただきたい。その声を基に新たな事業を構築し、地域経済の回復に取り組みたい」

・「NHK大河ドラマの主人公に、東京商工会議所の初代会頭渋沢栄一氏が取り上げられた。コロナ禍の今こそ、氏が
提唱した『道徳経済同一説』の精神を指針とし、みなさまと共にこの危機を乗り越えたい」

第１号議案　定款変更について
提案内容：商工会議所法の解釈が、常議員会においても書面表決等が可能であると整理された。新型コロ
ナ感染拡大防止の観点から、今後も接触回避の必要性が高まる状況が考えられるため、そのような状況
下でも書面表決を可能とするため、定款の関係条文を変更するもの。
決議事項：原案の通り変更を承認する。

○報告事項
　①令和2年度補正予算について　②令和3年度暫定予算について
　③会員加入諾否について　④今後の商工会館運営について
　⑤デリバリー等支援事業(案)について
　⑥市指定ごみ袋等販売委託における玉名市からの協議依頼について
　⑦派遣職員採用について　⑧コロナ禍に係る各種支援施策について 会議の様子

要請書を手渡す島本会頭

市長公室にて

【島本会頭挨拶（要約）】
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「健康経営優良法人２０２１」に認定されました
　健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日
本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を
実践している大企業や中小企業等の法人を日本健康会議が認定する制
度です。
　健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や
求職者、関係企業や金融機関などから「従業員等の健康管理を経営的
な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受
けることができる環境を整備することを目的としています。
　第5回目となる今回、「健康経営優良法人2021」として、「中小規模法
人部門」に7,934法人が認定され、玉名商工会議所も初めてその一員とな
りました。定期健診受診率100％やテレワー
クの推進等の働き方改革が認定の決め手
になったものと思われます。
　今後も、健康経営の取組を推進するとと
もに、会員事業所の皆様に対し、優良事例
として関係情報の発信を図ってまいります。

第27期 新任議員研修会を開催
　令和3年3月3日(水) 玉名市民会館第1会議室にて『第27期
新任議員研修会』を開催しました。これは役員議員改選によ
り初めて商工会議所の議員となる方を対象に、商工会議所の
組織・運営・役割等をご理解いただくことが主な目的です。し
かし昨年初旬から続く新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、約1年遅れでの開催となったため、時勢に合った内容にし
ようと、熊本県よろず支援拠点から大田黒昭彦コーディネー
ターをお呼びし、最新の施策に関する特別講習会を併催しま
した。これには８名の新議員が参加、執行部とともに最新の
支援策情報を傾聴されました。

認定ロゴマーク 認定証

特別講習会のようす

“会議所のLINE”友だち募集中！
　セミナー、イベント情報、融資・補助金等の支援情
報、重要なお知らせ、新型コロナウイルス関連など、
様 な々情報をトーク、タイムラインにて発信中！

ホームから右上の「+」をタップ
⇒友だち追加画面
・「QRコード」でQRコードをスキャン
　　　　　　または

・「ID検索」で＠314jmdiaを入力
@314 jmd i a

すばやく、無料で、ワンタップで確認できます。

※LINEの
バージョン
により
仕様が異なる
場合が
あります。

友だち追加のしかたは２種類
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施行試験名 回 施行級 試験施行日 申込受付期間

珠　　算

222 1級～3級 2021年　6月27日（日） 2021年 5月10日～5月27日

223 1級～3級 2021年10月24日（日） 2021年 9月 6日～9月24日

224 1級～3級 2022年　2月13日（日） 2021年12月20日～2022年1月13日

簿　　記

158 1級～3級 2021年　6月13日（日） 2021年 4月26日～ 5月17日

159 1級～3級 2021年11月21日（日） 2021年10月 5日～10月25日

160 2・3級 2022年　2月27日（日） 2022年 1月11日～ 1月31日

※2・3級はネット試験でも受験が可能になりました。
　詳細はこちら→https://www.kentei.ne.jp/33013

リテールマーケティング 
（販売士）

※2021年度よりネット試験に移行しました。
　詳細はこちら→https://www.kentei.ne.jp/examination_method

◎ 受験料

珠　算 1級/2,340円・2級/1,730円・3級/1,530円・4～6級/1,020円

簿　記 1級/7,850円・2級/4,720円・3級/2,850円

リテールマーケティング（販売士） 1級/7,850円・2級/5,770円・3級/4,200円 

IBTとは？
　Internet Based Test（インターネット経由での試験）の略で、受験者のコンピュータで受験いただく方法です。

お問い合わせは
玉名商工会議所　総務課（TEL 0968-72-3106）まで

お問い合わせは　玉名商工会議所　総務課（TEL 0968-72-3106）まで

〇各種検定の詳細につきましては日本商工会議所検定ホームページをご覧ください。

〇その他詳細は、「東京商工会議所検定試験情報HP」にてご確認ください。

→https://www.kentei.ne.jp/

→http://www.kentei.org/

玉名商工会議所 ２０21年度 各種検定試験日程

２０２１年度より 東商検定はIBT方式に変わります！

〇対象検定・受験料

※ビジネス実務法務・福祉住環境コーディネーターの１級は、2021年度は会場集合型の統一試験で実施します。
　（2022年度よりIBTに移行予定）

検定名

カラーコーディネーター

ビジネス実務法務

福祉住環境コーディネーター

BATIC（国際会計検定）

環境社会検定（eco検定）

ビジネスマネージャー

アドバンスクラス

２　級

２　級

級設定なし

級設定なし

級設定なし

スタンダードクラス

３　級

３　級

ー

ー

ー

7,700円

7,700円

7,700円

5,500円

5,500円

7,700円

5,500円

5,500円

5,500円

ー

ー

ー

区分① 受験料① 区分② 受験料②
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■県の制度（主なもの）

● 新事業展開支援資金
 ・貸付限度 １企業5,000万円

（うち運転資金2,500万円）
 ・返済期間 10年以内（うち据置期間１年以内）
 ・金　　利 7年以内：1.9％
  7年超：2.0％（保証料：0.45～1.9％）
＊新分野への進出、異業種への転換及び経営革新、
高度技術の集積等により県内産業の振興・活性化
を図ることを目的とします。

● 小規模事業者おうえん資金
 ・貸付限度 2,000万円

（保証協会既保証残高との合計額内）
 ・返済期間 運転：5年以内（うち措置期間6カ月以内）
  設備：7年以内（うち措置期間6カ月以内）
 ・金　　利 1.6%以内

（保証料：1.35％以内 要件により割引特例あり）

● 事業承継者おうえん資金
 ・貸付限度 5,000万円
 ・返済期間 10年以内（うち据置期間１年以内）
 ・金　　利 1.8%以内 (保証料:0.45～0.5%)

● 金融円滑化特別資金
 ・貸付限度 １企業5,000万円（要件により別枠あり）
 ・返済期間 10年以内(うち据置期間１年以内)
 ・金　　利 1.3～2.3%以内

（保証料:0.45～1.3% 要件により特例あり)

● 一般貸付
 ・貸付限度 4,800万円
 ・返済期間 運転：  5年以内（特に必要な場合7年以内）
　　　　　　　　　　　　　　 （うち据置1年以内）
  設備：10年以内（うち据置2年以内）
 ・金　　利 1.11～2.90％

ご相談はお気軽に
当所では、商工業者の方々の経営安定につながるよう、国・県・市の制度融資のあっせんに努めております。個々
の事業所に合った制度をご紹介しますので、どうぞお気軽にお電話、ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方は、
別途ご相談ください。

■国の制度（日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業）

● マル経融資（無担保・無保証人）
 ・貸付限度 2,000万円
 ・返済期間 運転：  7年以内（うち据置1年以内）
  設備：10年以内（うち据置2年以内）
 ・金　　利 1.21％
 主な申込要件
○玉名商工会議所の経営指導を原則6カ月以上受け
ていること。
○商工業者（1年以上事業を行っている方）
※日本政策金融公庫の非対象業種等は対象外

（金利：R３・３現在）

制 度 融 資 の ご 案 内

■ 市 の 制 度

● 特別小口資金
 ・貸付限度 1,000万円
 ・返済期間 30カ月・45カ月・60カ月
 ・金　　利 2.0％  ・ 2.1％ ・ 2.2％

（保証料率は熊本県保証協会の定めによる）

● 経営安定資金
 ・貸付限度 800万円
 ・返済期間 3年以内・5年以内・7年以内
 ・金　　利 2.1％   ・ 2.2％  ・ 2.3％　

（保証料率は熊本県保証協会の定めによる）

他にもいろいろな制度があります。各制度にはそれぞれ
要件がございますので、詳細は玉名商工会議所中小企業
相談所までお問い合わせください。

担当　経営指導員　松本・石原・荒木　Tel  (0968) 72－3106

●確定申告書および収支決算書（収支内訳書）を
２年分［個人事業者］

●決算報告書を２期分［法人事業者］

●決算後６カ月以上経過している場合は、最新の
試算表

　※以上は、既に提出済の分は必要ありません。

●設備資金の場合は見積書

ご相談の際に準備してください
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する助成金・補助金！知って得

　本年1月又は２月の売上高が対前年又は前々年同月比で50％以上減少している事業者の方で、以下の（１）または
（２）に該当する事業者の方へ、一時金が支給されます。

申請期限：
2021年４月30日（金）（当日消印有効）

●申請方法：郵送、オンライン
申請先、申請書類などの詳細は、https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/86534.html
または、右のＱＲコードをご覧ください。

●相談窓口：熊本県一時金コールセンター　TEL 096-387-1515（平日9時～17時）
●注意事項：「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金等」の重複受給はできません。

また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。

現在ＨＰがありませんので、ミラサポplus（https://mirasapo-plus.go.jp/）等で情報をこまめにご確認ください。

低感染リスク型ビジネス枠の拡充内容　※いずれも、複数回の締切が設けられています。

熊本県事業継続・再開支援一時金

※算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場合は、その額。

算出例）法人事業所で、令和２年１月の事業収入が200万円、
令和３年１月の事業収入が50％以上減少した場合
（①75万円の場合、②90万円の場合）

令和２年１月　令和３年１月　　　　　　　支給額
①200万円　－（75万円×２）＝50万円　→　40万円（上限）
②200万円　－（90万円×２）＝20万円　→　20万円

支援額（上限）：
　法人40万円　個人事業者20万円

算出方法：

要件
（１）時短要請（道県独自発令を含む）の飲食店と直接・

間接の取引があること
（２）不要不急の外出・移動の自粛（道県独自発令を含

む）による直接的な影響を受けたこと

対象業種例
農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業
に提供される財・サービスの供給者
旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減
少の影響を受けた者

前年又は前々年1月
及び2月の事業収入

前年又は前々年同月比50％
以上減少の月の事業収入×2－

　感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、テレワーク等に対応したＩＴツールの導入な
どを行う事業者を支援されます。通常枠に加え、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小
企業等の取組を支援するため、「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されました。

生産性革命推進事業 

補助上限・補助率
ものづくり補助金
（設備導入、システム構築）

持続化補助金
（販路開拓等）

ＩＴ導入補助金
（ＩＴ導入）

通常枠

１，０００万円・１／２
（小規模事業者２／３）

５０万円・２／３

４５０万円・１／２

低感染リスク型ビジネス枠

１，０００万円・２／３

１００万円（※）・３／４
※感染防止対策費も一部支援

４５０万円（※）・２／３
※テレワーク対応類型は150万円

次回公募締切

５月１３日（木）１７時

通常枠：６月４日（金）当日消印有効
低感染リスク型ビジネス枠：５月１２日（水）１７時

５月１４日（金）１７時

　中小企業の雇用や技術などの貴重な経営資源を次世代へ引継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、中小
企業の事業承継・引継ぎを支援するとともに、その後に行う新たな取組等を支援します。

事業承継・引継ぎ補助金

支援類型

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助
経営者交代型 親族内承継等により経営資源を引き継いだ事業者への支援

Ｍ＆Ａ型 Ｍ＆Ａ（株式譲渡、事業譲渡等）により経営資源を引き
継いだ事業者への支援

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助

専門家活用型

上乗せ額
※廃業を伴う場合

＋２００万円

２００万円
（売り手のみ）

補助上限額

２５０万円

５００万円

２５０万円

補助率

１／２

１／２

公募締切：未定

詳しくは折込チラシをご覧ください！
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　10年間の特例措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限（総株式数の最大3分の2まで）の撤廃、納
税猶予割合の引上げ（80％から100％）等がされた措置が創設されています。納税猶予を受けるためには、「都道府
県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要になります。

事業承継税制 

補助金・助成金のご相談は
玉名商工会議所　中小企業相談所（松本・石原・荒木）まで

ご注意！　※募集期間内であっても、予算枠を超える場合など申請できないことがあります。
その他にもさまざまな支援策があります。会報でタイムリーにご紹介するのは難しいため、下記のようなサイト（当所ＨＰにもリ
ンクあり）、または各省庁のHP等で検索し、タイミングを逃さないようにしてください。

補助金の電子申請化が進んでいます！
　2020年より、補助金申請の手続きに、電子申請システム（Jグランツ）が導入されています。
　Jグランツは、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムで、24時間365日、手続きができます。キーワードか
ら目的の補助金を探せ、申請後はマイページから交付までの状況がわかります。
　経済産業省の事業者向け補助金は、基本的にＪグランツによる電子申請でしか申請できません。また、各省庁・市町
村の補助金も、今後は申請できるようになる予定です。
　電子申請にあたっては、ＧビズＩＤプライム（取得費無料）のアカウント取得が必要です。必要事項を入力して作成した
申請書と印鑑（登録）証明書を運用センターへ郵送します。審査に２～３週間を要しますので、余裕をもってお早目にア
カウントを取得されることをお勧めします。

https://www.jgrants-portal.go.jp/

主な対象補助金：　　中小企業等事業再構築促進事業、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、
小規模事業者持続化補助金（一部書面でも可）、サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業　ほか
（各補助金の詳細は、同封の折込チラシをご覧ください。）

新

https://gbiz-id.go.jp/top/

詳細は、　　　　　　　　　　　　　　　　　または　右のＱＲコードをご覧ください。

事業承継税制等に関する相談・提出先
製造業以外：〒862-8570（住所記載不要）

熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 商工振興金融課　TEL 096-333-2316

製　造　業：〒862-8570（住所記載不要）
熊本県 商工労働部 産業振興局 産業支援課　TEL 096-333-2319

熊本県　事業承継税制

詳しくは折込チラシをご覧ください！

　近年、地震や豪雨などの自然災害に見舞われる機会が増加しています。これらの災害で被害を受けた企業のう
ち、再開までに3カ月かかった企業の半分が取引先の減少を経験しています。事前の災害への対策を講じることで、
これらの災害から早期復旧を果たし、事業活動を継続することが可能となります。そのためには、事業継続力強化
計画や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定が有効です。
　経済産業大臣から事業継続力強化計画（防災・減災の事前対策に関する計画）の認定を受けた事
業者は、様々な支援策を受けることができます。
　作成に必要なマニュアルや書類は、以下の経済産業省ホームページ、または右のＱＲコードをご覧
ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm）

事業継続力強化計画 
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青色申告会がつくった
「初心者にやさしい」会計ソフトです。
『ブルーリターンA』は、青色申告会の50年にわたる指導実績を
もとに、勘定科目の設定や取引の入力方式に独自のアイデアを
盛り込んだ個人事業者に最適なパソコン用会計ソフトです。

青色申告特別控除（所得から差し引くことができます）
複式簿記によるもの……最高65万円　それ以外のもの…………最高10万円

青色専従者給与　専ら事業に従事している家族の方に支払った給料が経費として認められます。
純損失の繰越控除　もし、事業が赤字になったら、3年間繰越控除ができます。
その他いろいろな特典があります。

青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて所得金額や税額を正しく計算し申告する
ことで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。
青色申告をする方は、税金の面でいろいろな特典を受けることができます。
青色申告の手続きは、青色申告を始めようとする年の3月15日まで（その年の1月16日以後に開業された方は、
開業の日から2ヶ月以内。）に「所得税の青色承認申請書」の提出が必要です。

青色申告を始めてみませんか？青色申告を始めてみませんか？

パソコン用会計ソフト

初めての方でも安心！
充実機能で使いやすい！

ブルーリターンAブルーリターンA

玉名青色申告会まで
玉名市高瀬290－1（玉名商工会議所内）
TEL72－3106 FAX72－3110（青色申告会担当）

個人事業者の方
次の業種は標準的な勘定科目が設定されています。
小売・卸売業、製造業、理容・美容業、飲食業、建設業、
サービス業、運送業、農業、不動産貸付業、その他

19,800円(税込)

9,900円(税込)

29,700円(税込)

本体価格

保守料(3年間分)

合計価格

対応事業者

対応業種

●価格及び保守料金について

お申し込み・
お問い合わせ

●こんな方におすすめです!

会計ソフトのご紹介

★毎年の税制改正等に対応したソフトをお届けするため、保守料を承ります。

青色申告とは

青色申告の特典

　玉名商工会議所では右記のとおり定
期相談会を毎月開催しております。
　また、完全予約制にてオンライン相談
会も実施しております。

事業資金を検討中の方、
ぜひ相談会をご利用ください。
（直接、公庫の担当者に相談できます。）

相談日

時　間

毎月第2火曜日

午前10時～午後2時

お問い合わせ先

玉名商工会議所
中小企業相談所

☎(0968)72-3106
【担当】松本、石原、荒木

日本政策金融公庫の定期相談会・
オンライン相談会

☆ご相談を希望される方は事前にご連絡
　ください。

要予約
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コロナ禍での被害事例
　2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的なまん延に伴い、政府機関から日本の組織に対して感染症対策
の一環としてニューノーマルな働き方の一つであるテレワークが推奨された。組織のテレワークへの移行に伴い
Web会議サービスやVPN（仮想専用ネットワーク）などの本格的な活用が始まった中、それらを狙った攻撃が観測
されている。

■在宅勤務中にウイルス感染、社内に拡大
　20年4月、在宅勤務中の従業員が社有PCで社内ネットワークを経由せずに外部ネットワークに接続し、
SNSを利用した際にウイルスに感染した。その後、当該従業員が出社した際に当該PCを社内ネットワーク
に接続したところ社内ネットワークにウイルス感染が拡大した。

■非公開Web会議へアクセスできる脆弱性
　20年7月、あるWeb会議サービスに、特定の状況下において数分で非公開のWeb会議へアクセスできる
脆弱（ぜいじゃく）性があったと発表された。Web会議へアクセスする際に使うデフォルトのパスワードは6
桁の数字であり、パスワードの候補は最大で100万個ほどであった。当時、特定のアクセス方法を行うことで
パスワード施行回数の制限を回避できる状況だったため、100万回ほどの試行でログインされる恐れがある
というものであった。なお、当該脆弱性は、Web会議サービス会社が報告を受けた4月に修正されている。

■脆弱性の悪用によるVPNの認証情報流出
　20年8月、VPN製品の脆弱性が悪用されて窃取された認証情
報約900件がインターネット上で公開されていることが判明し
た。なお、悪用された脆弱性は19年4月にアドバイザリが公開され
ており、更新プログラムを適用していないVPN製品が狙われた。

各人が講じるべき対策
　このようなテレワークなどのニューノーマルな働き方を狙った攻撃
の被害に遭わないために、経営者、セキュリティー担当者、従業員はそ
れぞれ次に挙げる対策を実施してほしい。
　経営者は、テレワークにおけるセキュリティー方針を策定し、継続的に対策を実施するよう担当者に指示する。ま
た、対策予算の確保や緊急時対応も含めた体制の確立を図る。
　セキュリティー担当者は、被害予防として、組織支給PCと私物PCの違いも考慮した上で、テレワークの規定や運
用ルールの整備を行い、従業員に対してセキュリティー教育を実施する。可能であれば、シンクライアントやVPN、
ゼロトラストネットワークなどのセキュリティーに強いテレワーク環境の採用を検討してほしい。
　運用中は、テレワークで利用するソフトウェアの脆弱性情報の収集と周知、対策状況の管理を行う。また、被害の
早期検知のために、適切なログの取得と継続的な監視を行うことも重要である。
　テレワーカーである従業員は、組織が提供するセキュリティー教育を受講して、情報リテラシーや情報モラルの向
上を図る。
　また、基本的な情報セキュリティー対策を実施するとともに、組織のテレワークのルールを順守することが重要
である。もしも被害を受けた場合は、社内体制に従って報告し、迅速に対処するようにする。
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、テレワークを支援する各種施策をまとめた特設サイト（ＱＲコード
参照）を公開しているので参考にしてほしい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）会議所ニュース2021年3月21日号（日本商工会議所発行）より転載

中小企業のセキュリティー対策
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 労働保険の年度更新が始まります！  労働保険の年度更新が始まります！ 
　労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、
前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。 
　これを、「年度更新」といい、労働保険事務組合玉名商工会議所に事務委託されている事業主の皆さんには、毎
年４月下旬までの間に手続を行っていただきます。 

　事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認
可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに事業協
同組合、商工会議所、商工会などがあります。 
●労働保険事務組合への委託手続は 
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の
事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 
●委託できる事業主は 
常時使用する労働者が、（金融・保険・不動産・小売にあっては50人、卸売又はサービス業の事業に
あっては100人、その他の事業にあっては300人）以下の事業主 
●委託できる事務の範囲 
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。 
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務 
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 　(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 
　なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 

労働保険事務組合とは

★労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。 
★労働保険料の額にかかわらず 3回に分割納付できます。 
★労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。 

事務処理を委託すると次のような利点があります 

　確定保険料を納入するときに、あわせて手数料を納入していただきます。
手数料は雇用保険被保険者の人数により異なりますので、直接お問い合わせください。

事務委託手数料

お問い合わせ　労働保険事務組合 玉名商工会議所　TEL 0 9 6 8－ 7 2－ 3 1 0 6
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お問い合わせ・お申込み先は
玉名商工会議所中小企業相談所まで
玉名市高瀬290-1
TEL72-3106・FAX72-3110

☆中小企業の皆さまへ～こんなお悩みはありませんか？～

エキスパートバンク（経営・技術強化支援事業）」制度は、経営・技術面の対策にお困りの小規模企業の皆さまを問
題解決に向けてサポートする制度です。「中小企業診断士」「税理士」「社会保険労務士」「司法書士」「弁理士」「Ｉ
Ｔ関連」「接客・接遇関連」など各方面のエキスパートを事業所へ派遣し、具体的・実践的なアドバイスを行います。
費　　用： 無料です。（但し、指導を行う際に必要な材料費等は実費負担となります。）
対　　象： 小規模企業（商業・サービス業は5人以下、製造業・建設業などは20人以下）が対象となります。
利用方法： 商工会議所にご相談ください。相談内容を確認し、登録エキスパートを当所で選出後、事業所に派遣します。

経営、特許、店舗設計・診断、労務、情報関連、
デザイン、創業、会計・税務など

経営計画の作成や
資金繰りについて
アドバイスを受けたい！

労務管理・
就業規則を
整備したい！

まずは

お気軽
に

ご連絡

ください
！！

インターネットを
ビジネスに
活用したい！

人材の
レベルアップを
図りたい！ などなど…

相談事例

そんな時には、エキスパートバンク制度がお役に立ちます！！そんな時には、エキスパートバンク制度がお役に立ちます！！

全国健康保険協会（協会けんぽ）熊本支部

保険料率改定について
令和２年３月分（４月納付分）から協会けんぽの保険料率が改定されます。
※任意継続被保険者の方は本年４月分の保険料から改定されます。

○協会けんぽ熊本支部の健康保険料率
　（現行）10.33％
　　　　　　⬇
　（改定後）10.29％（0.04％引き下げ）

○介護保険料率
　（現行）1.79％
　　　　　　⬇
　（改定後）1．80％（0.01％引き上げ）

【お問い合わせ先】全国健康保険協会熊本支部　ＴＥＬ：０９６（３４０）０２６０

　加入者の皆様の医療と健康を支えるため、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

•40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率に全国一律の介護
保険料率が加わり、12.09％となります。
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髙瀬蔵のご利用に関する、詳しい内容は、当所ホームページより
髙瀬蔵にアクセスしていただくかNPO法人髙瀬蔵までご連絡ください。

　

髙
瀬
蔵
で
は
、N
P
O
法
人
髙
瀬

蔵
が
中
心
と
な
り
、幅
広
く
多
く
の

方
々
が
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。ま
た
、一
般
の

方
々
に
も
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
、展
覧
会

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
用
途

で
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
、こ
の
機
会
に
是
非
、

悠
久
の
浪
漫
漂
う
髙
瀬
蔵
に
足
を

運
ん
で
い
た
だ
き
、髙
瀬
蔵
を
ご
利

用
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

　

髙
瀬
蔵
で
は
、N
P
O
法
人
髙
瀬

蔵
が
中
心
と
な
り
、幅
広
く
多
く
の

方
々
が
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。ま
た
、一
般
の

方
々
に
も
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
、展
覧
会

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
用
途

で
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
、こ
の
機
会
に
是
非
、

悠
久
の
浪
漫
漂
う
髙
瀬
蔵
に
足
を

運
ん
で
い
た
だ
き
、髙
瀬
蔵
を
ご
利

用
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

ＮＰＯ法人髙瀬蔵
TEL（0968）72‐2480
玉名商工会議所
URL　http://www.tamana-cci.or.jp

4月～７月イベント情報4月～７月イベント情報
●関島秀樹デビュー４２周年記念ライブ
日　程：４月２５日(日)
開　場：１４：００　開　演：１４：３０
入場料：大人　前売り３,０００円　当日３,５００円、

大学生以下前売り１,５００円　当日１,７００円、
小学生以下無料

お問い合わせ先：風の丘音楽工房
TEL：０７７-５９２-２３２５・０９０-３６１７-３９８９

●押花作品展　～花とたわむれて～
日　時:５月２９日(土)～６月１日(火)
開　場:９:３０   （５月２９日は１１：００～）
終　了:１８:００ （６月１日は１６:００終了）
入場料：無料　
お問い合わせ先：TEL：０９０-７３９６-７０９８（吉村）

●高瀬界隈巷間噺第１５話
　「生誕１５０年　戸川秋骨物語」
日　時:６月１１日（金）
開　場：１８：３０　開　会：１９：００　閉　会：２０：３０
話し手：松井浩章さん（フリーライター・編集者）
木戸銭：５００円
主　催 / お問い合わせ先：NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：０９６８-７２-２４８０
E-MAIL：takasegura@aria.ocn.ne.jp

●関島秀樹デビュー４２周年記念ライブ
日　程：４月２５日(日)
開　場：１４：００　開　演：１４：３０
入場料：大人　前売り３,０００円　当日３,５００円、

大学生以下前売り１,５００円　当日１,７００円、
小学生以下無料

お問い合わせ先：風の丘音楽工房
TEL：０７７-５９２-２３２５・０９０-３６１７-３９８９

●押花作品展　～花とたわむれて～
日　時:５月２９日(土)～６月１日(火)
開　場:９:３０   （５月２９日は１１：００～）
終　了:１８:００ （６月１日は１６:００終了）
入場料：無料　
お問い合わせ先：TEL：０９０-７３９６-７０９８（吉村）

●高瀬界隈巷間噺第１５話
　「生誕１５０年　戸川秋骨物語」
日　時:６月１１日（金）
開　場：１８：３０　開　会：１９：００　閉　会：２０：３０
話し手：松井浩章さん（フリーライター・編集者）
木戸銭：５００円
主　催 / お問い合わせ先：NPO法人髙瀬蔵
TEL・FAX：０９６８-７２-２４８０
E-MAIL：takasegura@aria.ocn.ne.jp

蔵 通 信

★新型コロナウィルス感染防止のため、入場の際は、
マスク着用、手洗い消毒をお願いします。
また、感染の状況によっては変更になる場合があります。

★新型コロナウィルス感染防止のため、入場の際は、
マスク着用、手洗い消毒をお願いします。
また、感染の状況によっては変更になる場合があります。

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニー
ズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承
継など）を共済制度／福祉制度でサポートしています。

アクサ生命保険株式会社
熊本支社　熊本城北営業所　
〒865-0025　熊本県玉名市高瀬290-1　玉名商工会館3階
TEL 0968-72-2947 
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＊時間　午前  ７時30分～
　　　  午前11時30分
＊場所　立願寺公園（足湯公園）

＊時間　午前  ７時30分～
　　　  午前11時30分
＊場所　立願寺公園（足湯公園）

○実行委員会では湯けむり朝市に出店していただける方を
募集しております。朝市についての詳細や出店希望される
方はお気軽にお問い合わせください。

次回の朝市は…
●4月18日（日）●5月16日（日）

今後の開催予定日
・６月２０日（日） ・７月１８日（日）
・８月1５日（日） ・９月１９日（日）
・１０月１７日（日） ・１１月２１日（日）
・１２月１９日（日） ・１月１６日（日）
・２月２０日（日） ・３月２０日（日）

※天候等によりやむを得ず延期や中止と
なる場合がございます

　毎月第３日曜日に、立願寺公園にて軽トラ朝市を開催していま
す。採れたて野菜や海産物、和洋菓子、手作り雑貨などがたくさ
ん並び販売されています。
　毎月内容が変わる大好評の抽選会やステージ
イベント、フリーマーケットも開催していますの
で、お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください！

【お問い合わせ】玉名立願寺マルシェ
湯けむり朝市実行委員会事務局（玉名商工会議所内）
ＴＥＬ（０９６８）７２―３１０６

玉名立願寺
マルシェ 湯けむり朝市

退職職員
挨拶

新入職員
挨拶

　このたび一身上の都合により３月末を
もちまして退職いたしました。玉名に縁
もゆかりもない私が 7年間無事に勤めさ
せて頂きましたのも、会員の皆様のご
指導とご厚情によるものであり、深く感
謝申し上げます。昨年より続く未曽有の
コロナ禍の中での退職となり、大変申し
訳なく存じますが、一刻も早いコロナの
終息と会員の皆様の事業回復、ひいて
は玉名の商工業の更なる発展を祈願し
退職のご挨拶とさせていただきます。

総務課
課長

本村 祐樹

　はじめまして。1月より入所しました近
江芳仁と申します。趣味は陸上で日々、
前の自分を超えられるように精進してお
ります。初めての仕事で慣れない部分
が多 あ々り、ご迷惑をおかけする部分も
あるかと思いますが、お役に立てるよう
に向上心と持ち前の持久力を武器に精
一杯業務に取り組み、玉名の地域を活
性化できるように皆様とともに歩んで参
りたいと思います。これからよろしくお
願いいたします。

中小企業相談所
経営支援員

近江 芳仁
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り

　

令
和
３
年
２
月
17
日（
水
）、
玉
名
商
工
会
館

３
階
会
議
室
お
よ
び
Z
o
o
m
を
利
用
し
た

W
e
b
会
議
に
お
き
ま
し
て
、「
未
来
会
議
」
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

玉
名
市
長
に
も
Zo
o
m
上
で
ご
参
加
い
た
だ

き
、
玉
名
商
工
会
議
所
青
年
部
メ
ン
バ
ー
25
人

と
共
に
、①「
我
慢
？
共
存
？
〜
コ
ロ
ナ
禍
で
生

き
残
る
た
め
に
、
企
業
は
何
を
す
る
べ
き
か

〜
」、②「
も
っ
と
玉
名
で
働
こ
う
！
〜
雇
用
を

生
み
出
す
産
業
育
成
の
未
来
図
〜
」、③「
子
育

て
世
代
定
住
化
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
！
〜

子
育
て
世
代
が
本
当
に
望
む
ま
ち
づ
く
り
と

は
〜
」
の
３
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
意
見
交
換

を
行
い
ま
し
た
。

　

Zo
o
m
の
ブ
レ
ー
ク
ア
ウ
ト
ル
ー
ム
機
能
を

利
用
し
、
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の
意

見
の
共
有
を
行
い
ま
し
た
。

未
来
会
議

　

令
和
３
年
３
月
30
日
（
火
）、

玉
名
市
民
会
館
第
一
会
議
室
に

お
き
ま
し
て
、45
名
が
出
席（
内

委
任
状
18
名
）
の
も
と
令
和
２

年
度
玉
名
商
工
会
議
所
青
年
部

臨
時
総
会
を
開
催
い
た
し
ま
し

た
。第
一
号
議
案「
規
約
の
変
更

に
つ
い
て
」、
第
二
号
議
案「
令

和
２
年
度
補
正
予
算（
案
）に
つ

い
て
」
の
両
議
案
が
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

令
和
２
年
度

玉
名
商
工
会
議
所

　
　

青
年
部
臨
時
総
会
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